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常
任
委
員
会

詳
し
く
議
案
を

審
査
し
ま
す
！

無
料
の
児
童
館
利
用
者
と
有
料
の
児
童

ク
ラ
ブ
利
用
者
が
同
時
に
大
崎
児
童
館

を
利
用
す
る
場
合
も
あ
る
中
で
、保
護
者
に

不
公
平
感
が
生
じ
る
こ
と
は
な
い
の
か
。ま

た
、今
後
市
の
直
営
と
な
る
に
当
た
り
、児
童

館
利
用
者
と
児
童
ク
ラ
ブ
利
用
者
の
区
分
け

は
す
る
の
か
。

児
童
ク
ラ
ブ
で
は
、支
援
員
が
付
い
て
生

活
の
場
を
与
え
て
い
る
こ
と
か
ら
利
用

料
を
徴
収
し
て
い
る
。大
崎
児
童
館
に
つ
い
て

は
、こ
れ
ま
で
も
施
設
の
1
階
と
園
庭
を
児
童

館
機
能
、2
階
を
児
童
ク
ラ
ブ
室
と
し
て
区
分

け
を
行
っ
て
お
り
、今
後
も
同
様
の
対
応
を
し

て
い
き
た
い
。

付託された全議案について、全員異議
なく原案の通り決定すべきものとした。

Q

三
条
市
立
児
童
館
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て

議
第

5
号

付託された全議案について、全員異議
なく原案の通り決定すべきものとした。

専
決
処
分
報
告
に
つ
い
て

（
令
和
5
年
度
三
条
市
一
般

会
計
補
正
予
算
）

報
第

1
号

ふ
る
さ
と
三
条
応
援
寄
附
金
推
進
事

業
費
に
つ
い
て
、10
月
に
制
度
が
改
正

さ
れ
た
こ
と
よ
る
影
響
は
あ
る
か
。

三
条
市
は
、返
礼
品
に
対
す
る
寄
附
額

の
引
き
上
げ
を
行
っ
て
い
な
い
も
の
の
、

寄
附
額
の
実
績
が
、9
月
末
ま
で
は
前
年
同

時
期
に
比
べ
1
・
7
倍
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、10

月
以
降
は
前
年
同
月
比
で
0
・
4
倍
程
度
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
。

支
援
金
の
交
付
に
係
る
事
務
の
進
捗

状
況
は
ど
う
か
。

12
月
4
日
か
ら
受
け
付
け
を
行
っ
て
お

り
、11
日
現
在
で
1
5
0
0
件
ほ
ど
の

申
請
が
あ
っ
た
。8
日
ま
で
に
受
け
付
け
た

分
は
年
内
の
交
付
を
、11
日
以
降
に
受
け
付

け
た
分
は
年
内
ま
た
は
1
月
早
々
の
交
付
を

目
指
し
、順
次
手
続
き
を
進
め
て
い
る
。

部
活
動
地
域
移
行
の
今
後
の
方
向
性

を
検
討
す
る
の
で
あ
れ
ば
、委
員
の
一

般
公
募
も
検
討
に
値
す
る
の
で
は
な
い
か
。

一
般
公
募
に
よ
る
視
点
に
つ
い
て
は
、小

中
学
生
の
保
護
者
の
代
表
と
し
て
参
加

す
る
P
T
A
連
合
会
か
ら
ご
意
見
を
い
た

だ
け
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

Q

Q Q

経
済
建
設
常
任
委
員
会　

坂
井
良
永 

委
員
長

緊
急
性
等
を
総
合
的
に
判
断
し
農
業
者
へ
の

支
援
金
を
専
決
処
分

総
務
文
教
常
任
委
員
会　

野
嵜
久
雄 

委
員
長

地
域
ク
ラ
ブ
活
動
推
進
委
員
会
に
お
い
て

部
活
動
地
域
移
行
の
方
向
性
を
検
討

市
民
福
祉
常
任
委
員
会　

森
山 

昭 

委
員
長

三
条
市
槻
の
森
斎
苑
の
新
た
な
指
定
管
理
者

な
ど
に
つ
い
て
審
査

令
和
5
年
度
三
条
市

一
般
会
計
補
正
予
算

議
第

19
号

制
度
改
正
後
に
寄
附
額
が
落
ち
込
ん

だ
要
因
は
何
か
。

今
後
詳
細
な
分
析
を
行
い
、そ
の
落
ち
込

み
を
最
小
限
に
抑
え
る
、あ
る
い
は
上
昇

に
転
じ
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

Q

指
定
管
理
者
候
補
者
は
設
立
か
ら
8
年

し
か
た
っ
て
い
な
い
。経
験
不
足
の
心
配

は
な
い
か
。

前
身
の
会
社
か
ら
火
葬
業
務
の
部
門
を

分
割
し
設
立
さ
れ
て
お
り
、経
験
年
数
は

問
題
な
い
と
考
え
て
い
る
。

毎
年
火
葬
炉
を
修
繕
し
て
い
る
。メ
ン

テ
ナ
ン
ス
な
ど
は
適
切
に
引
き
継
げ

る
の
か
。

当
施
設
の
火
葬
炉
の
導
入
事
例
は
全
国

で
も
数
カ
所
だ
が
、指
定
管
理
者
候
補
者

は
メ
ー
カ
ー
と
協
定
を
締
結
し
て
お
り
、他
の
導

入
事
例
の
う
ち
4
カ
所
の
指
定
管
理
者
と
な
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、十
分
に
運
営
で
き
る
と
判
断

し
た
。

物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
る
市
民
税

非
課
税
世
帯
等
へ
の
給
付
金
は
、い
つ

市
民
に
届
く
の
か
。

前
回
の
給
付
を
受
け
て
い
る
人
に
は
プ
ッ

シ
ュ
式
で
1
月
下
旬
に
給
付
し
、そ
の
後
、

そ
れ
以
外
の
人
に
は
確
認
書
や
申
請
書
を
提
出

し
て
も
ら
っ
た
上
で
給
付
す
る
予
定
。

QQ

Q

三
条
市
槻
の
森
斎
苑
の
指
定

管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

議
第

10
号

付託された全議案について、全員異議
なく原案の通り決定すべきものとした。

令
和
5
年
度
三
条
市

一
般
会
計
補
正
予
算

令
和
5
年
度
三
条
市

一
般
会
計
補
正
予
算

議
第

19
号

議
第

23
号

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接

種
事
業
費
の
予
防
接
種
事
故
救
済
給

付
負
担
金
に
つ
い
て
、市
が
国
に
進
達
し
た

Q

健
康
被
害
で
認
定
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
は

あ
る
か
。

進
達
し
た
7
件
の
う
ち
、5
件
は
認
定
さ

れ
、2
件
は
審
査
結
果
待
ち
で
あ
る
。

き
い
ん
見
聞
録

行
政

視
察
報
告

K E N
B U N

R O K U

　
小
松
市
で
は
、
防
災
士
・
し
み
ん
救
護
員
の
育

成
、
防
災
訓
練
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
マ
ニ
ュ
ア
ル
の

作
成
な
ど
の
取
り
組
み
に
加
え
、
自
主
防
災
組
織

の
さ
ら
な
る
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
に
向
け
て
、
訓
練
内

容
の
充
実
お
よ
び
訓
練
実
施
率
の
向
上
を
図
る
こ

と
を
目
的
に
、
自
主
防
災
組
織
評
価
制
度
で
あ
る

自
主
防
災
組
織
ラ
ン
ク
ア
ッ
プ
プ
ラ
ン
を
作
成
し

て
い
る
。
自
主
防
災
組
織
の
活
動
に
つ
い
て
の
支

援
を
充
実
さ
せ
、
具
体
的
な
活
動
を
後
押
し
す
る

た
め
の
実
効
性
の
あ
る
施
策
を
行
っ
て
い
る
。

　
当
市
に
お
い
て
も
高
齢
化
の
進
展
や
中
山
間
部

の
過
疎
化
、
人
口
減
少
の
中
で
、
災
害
被
害
を
軽

減
す
る
大
き
な
力
と
な
る
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

の
防
災
機
能
が
果
た
す
役
割
は
、
今
後
ま
す
ま
す

大
き
く
な
っ
て
い
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
将
来

に
わ
た
り
災
害
に
強
い
ま
ち
で
あ
り
続
け
る
た
め

に
、
自
主
防
災
組
織
の
組
織
率
向
上
と
強
化
に
つ

い
て
、
今
後
も
調
査
研
究
を
重
ね
て
い
く
。

総
務
文
教
常
任
委
員
会

令
和
5
年
10
月
31
日
～
11
月
2
日

◎
野
嵜
久
雄
、
○
小
林 

誠
、
岡
田
竜
一
、
酒
井 

健
、

　
岡
本
康
佑
、
佐
藤
和
雄
、
藤
家
貴
之
、
燕 

幸
男

小松市役所

自
主
防
災
組
織
の
活
動
を
支
援
し
、

地
域
防
災
力
の
向
上
を
図
る

自
主
防
災
組
織
ラ
ン
ク
ア
ッ
プ
の
取
り

組
み
に
つ
い
て（
石
川
県
小
松
市
）

地
域
ク
ラ
ブ
活
動
推
進
委
員
会
は
、ど

の
よ
う
な
委
員
で
構
成
さ
れ
る
の
か
。

Q

令
和
5
年
度
三
条
市

一
般
会
計
補
正
予
算

議
第

19
号

学
識
経
験
者
と
し
て
部
活
動
の
地
域

移
行
に
関
し
て
造
詣
が
深
い
大
学
教

授
や
中
学
校
校
長
会
の
代
表
者
、ま
た
市
の

P
T
A
連
合
会
の
推
薦
に
よ
る
小
中
学
生
の

保
護
者
、加
え
て
ス
ポ
ー
ツ
と
文
化
芸
術
の
各

団
体
に
お
願
い
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

専
決
処
分
と
す
る
に
は
、金
額
が
大

き
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。

困
窮
す
る
農
業
者
に
対
し
、一
日
も
早
く

Q

支
援
金
を
交
付
す
る
た
め
、臨
時
の
特
別
な

措
置
が
必
要
で
あ
っ
た
。金
額
の
多
寡
で
は
な

く
、緊
急
性
等
を
総
合
的
に
判
断
し
、今
回
の

専
決
処
分
に
至
っ
た
。

進達とは、官庁へ取り次ぐこと。予防接種法に基づく救済制度では、請求者からの申請は市町村から都道府県を経由して厚生労働省に送られる。
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